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「
労
働
者
派
遣
法
二
十
三
条
五
項
規
定
、
い
わ
ゆ
る
マ
ー
ジ
ン
率
の
情
報
提
供
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書

労
働
者
派
遣
法
（
以
下
、
「
法
」
と
す
る
。
）
二
十
三
条
五
項
で
は
「
労
働
者
派
遣
に
関
す
る
料
金
の
額
の
平
均
額
か
ら
派

遣
労
働
者
の
賃
金
の
額
の
平
均
額
を
控
除
し
た
額
を
当
該
労
働
者
派
遣
に
関
す
る
料
金
の
額
の
平
均
額
で
除
し
て
得
た
割
合
と

し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
割
合
（
以
下
、
「
マ
ー
ジ
ン
率
」
と
す
る
。
）
」
に
つ
き
、
派
遣
元

事
業
者
は
情
報
提
供
義
務
を
負
う
旨
を
定
め
て
い
る
。

ま
た
、
同
条
に
基
づ
く
提
供
方
法
を
定
め
る
労
働
者
派
遣
法
施
行
規
則
十
八
条
の
二
で
は
、
情
報
の
提
供
は
、
「
事
業
所
へ

の
書
類
の
備
付
け
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
。

一

平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
七
日
衆
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
に
お
い
て
塩
崎
厚
生
労
働
大
臣
は
、
マ
ー
ジ
ン
率
公
開
の
立
法

趣
旨
は
「
派
遣
元
事
業
主
の
透
明
性
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
派
遣
労
働
者
に
よ
る
派
遣
元
事
業
主
の
適
切
な
選
択
や

派
遣
労
働
者
の
待
遇
改
善
等
に
資
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
」
旨
の
答
弁
を
さ
れ
た
。

派
遣
元
事
業
主
の
透
明
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
主
た
る
目
的
で
あ
れ
ば
、
労
働
者
が
マ
ー
ジ
ン
率
等
の
比
較
検
討
を
す
る

た
め
に
は
、
よ
り
正
確
な
情
報
を
よ
り
簡
便
に
入
手
で
き
る
必
要
性
が
あ
る
と
考
え
る
。

こ
の
観
点
に
立
ち
、
政
府
に
対
し
、
以
下
質
問
す
る
。

一



�

事
業
所
備
え
付
け
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
、
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
割
合
は
ど
の
よ
う
に

な
っ
て
い
る
か
。

�

「
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
」
の
実
例
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
方
法
が
あ
る
と
把
握
し
て
い
る
か
。

�

情
報
提
供
義
務
違
反
事
例
を
把
握
し
て
い
る
か
、
把
握
し
て
い
れ
ば
、
そ
の
件
数
及
び
、
対
応
方
針
に
つ
い
て
ど
の
よ

う
に
考
え
て
い
る
か
。

二

平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
七
日
衆
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
に
お
い
て
、
塩
崎
厚
生
労
働
大
臣
は
、
マ
ー
ジ
ン
率
等
の
提
供

情
報
は
「
関
係
者
で
あ
る
こ
と
が
、
見
る
た
め
の
要
件
と
い
う
こ
と
に
な
る
」
、
ま
た
、
「
そ
の
派
遣
元
に
行
っ
て
派
遣
の

労
働
者
に
な
ろ
う
と
す
る
人
は
関
係
者
に
な
り
ま
す
」
と
の
答
弁
を
さ
れ
た
。

「
関
係
者
で
あ
る
」
要
件
充
足
性
、
並
び
に
そ
の
根
拠
は
何
か
。
ま
た
、
あ
る
時
点
、
行
為
等
を
以
て
関
係
者
に
な
る
か

否
か
の
判
断
が
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
当
該
時
点
、
行
為
等
、
並
び
に
そ
の
根
拠
は
何
か
。

三

厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
、
『
平
成
二
十
四
年
法
改
正
の
概
要
』
と
し
て
、
「
派
遣
料
金
と
派
遣
労
働
者
の

賃
金
の
差
額
の
派
遣
料
金
に
占
め
る
割
合
（
い
わ
ゆ
る
マ
ー
ジ
ン
率
）
な
ど
の
情
報
公
開
を
義
務
化
」
と
の
記
載
が
あ
る
。

ま
た
、
派
遣
労
働
者
・
労
働
者
の
皆
様
と
し
て
『
マ
ー
ジ
ン
率
や
教
育
訓
練
に
関
す
る
取
組
状
況
な
ど
の
公
開
は
、
（
中

二



略
）
そ
の
事
業
年
度
分
の
公
開
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
た
め
』
と
の
記
載
が
な
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
七
日
衆
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
に
お
い
て
、
塩
崎
厚
生
労
働
大
臣
は
幾
度
か
『
マ
ー
ジ

ン
率
の
公
表
』
と
の
発
言
を
さ
れ
て
い
る
。

�

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
「
情
報
公
開
」
の
文
言
は
、
法
の
定
め
る
「
情
報
の
提
供
」
と
同
意
義
で
、
ま
た
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

閲
覧
者
に
対
す
る
誤
解
を
生
じ
さ
せ
る
記
載
で
は
な
い
か
。

�

塩
崎
厚
生
労
働
大
臣
の
用
い
た
「
公
表
」
の
文
言
は
、
法
の
定
め
る
「
提
供
」
と
同
意
義
か
、
ま
た
、
訂
正
の
必
要
性

は
な
い
か
。

右
質
問
す
る
。

三


